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新旧対照表 

○北海道青少年健全育成条例 

 

新 旧 

（インターネットの利用に係る環境の整備） （インターネットの利用に係る環境の整備） 

第30条 保護者、学校及び職場の関係者その他の青

少年の育成に携わる者は、青少年がインターネッ

トを利用するに当たっては、青少年有害情報フィ

ルタリングソフトウェアの活用その他の方法に

より、青少年有害情報を青少年に閲覧させ、又は

視聴させないように努めなければならない。 

第30条 保護者、学校及び職場の関係者その他の青

少年の育成に携わる者は、青少年がインターネッ

トを利用するに当たっては、青少年有害情報フィ

ルタリングソフトウェアの活用その他の方法に

より、青少年有害情報を青少年に閲覧させ、又は

視聴させないように努めなければならない。 

２ インターネットを利用することができる機能

を有する端末機器（以下「端末機器」という。）

を一般に利用させるために設置する施設を経営

する者は、端末機器を青少年の利用に供するに当

たっては、青少年有害情報フィルタリングソフト

ウェアの活用その他の方法により、青少年有害情

報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように

努めなければならない。 

２ インターネットを利用することができる機能

を有する端末機器（以下「端末機器」という。）

を一般に利用させるために設置する施設を経営

する者は、端末機器を青少年の利用に供するに当

たっては、青少年有害情報フィルタリングソフト

ウェアの活用その他の方法により、青少年有害情

報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように

努めなければならない。 

３ 特定電気通信役務提供者（特定電気通信による

情報の流通によって発生する権利侵害等への対

処に関する法律（平成13年法律第137号）第２条

第４号に規定する特定電気通信役務提供者をい

う。）及び端末機器の販売又は貸付けを業とする

者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年

有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させない

よう、青少年有害情報フィルタリングソフトウェ

アに関する情報その他の青少年が青少年有害情

報を閲覧し、又は視聴することを防止するために

必要な情報の提供に努めなければならない。 

３ 特定電気通信役務提供者（特定電気通信役務提

供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開

示に関する法律（平成13年法律第137号）第２条

第３号に規定する特定電気通信役務提供者をい

う。）及び端末機器の販売又は貸付けを業とする

者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年

有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させない

よう、青少年有害情報フィルタリングソフトウェ

アに関する情報その他の青少年が青少年有害情

報を閲覧し、又は視聴することを防止するために

必要な情報の提供に努めなければならない。 

（保護者への通知等） （保護者への通知等） 

第36条 警察官、少年の補導に関する事務に従事す

る警察職員（警察官を除く。）、児童委員、保護

司、学校の校長及び教員その他青少年の保護の任

に当たっている当該職員は、深夜において外出し

ている青少年を発見し、これを放置するときは、

その青少年の福祉を害するおそれがあると認め

る場合は、速やかに保護者にその旨を通知して当

該青少年の引取りを求める等その保護者に必要

な適宜の措置をとらなければならない。 

第36条 警察官、少年警察補導員、児童委員、保護

司、学校の校長及び教員その他青少年の保護の任

に当たっている当該職員は、深夜において外出し

ている青少年を発見し、これを放置するときは、

その青少年の福祉を害するおそれがあると認め

る場合は、速やかに保護者にその旨を通知して当

該青少年の引取りを求める等その保護者に必要

な適宜の措置をとらなければならない。 

 


